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環境振動の目標性能設定に関する構造設計者のデルファイ法による評価    
－その１ 設計時を想定した設計者の事前アンケート調査－ 

 
 

環境振動 性能設計 設計者 

目標性能 デルファイ法 アンケート 

 
§１ はじめに 

性能設計の目標性能の設定において，決定主体はあく

まで建築主であるが，その過程における設計者の果たす

べき役割は大きい。特に環境振動の場合，その対象は居

住性能であり，最低限の性能が法規制で定められている

構造安全性能と比べてその自由度は大きい。したがって

設計者は，設計の前段階で，建築主へのヒアリング等を

通して充分なコミュニケーションをはかり，建築主の意

向を反映した目標性能を設定する必要がある。 
当然のことながら，目標性能を決定する上では，建築

主の意向をくみ取るだけでなく，設計者として，社会の

多数を占める市民のニーズ，すなわち社会的要求性能も

ふまえる必要があり，社会ストックの観点からの性能レ

ベルの理解も大切になる。性能設計でこの役割を担うの

が構造設計者である。 
環境振動に関しては，本会の居住性能評価指針１）を用

いて，それぞれの建築がどの程度の性能を有するのかを

評価できる。同指針では，性能評価曲線として知覚確率

との関係を示している。しかし，社会や市民の要求，あ

るいは設計者らの観点などの評価には言及していない。

そこで筆者らは，建築主となり得る市民の観点から求め

られる性能グレードを調査分析し報告した。２，３） 
これらに続き，本研究では，設計者が日頃の設計活動

を通じて培った，環境振動の性能グレードに関する見解

や認識について明ら

かにするべく，構造

設計者を対象とした

デルファイ法による

分析を試みた。本報

では調査の概要と事

前アンケート調査の

結果を報告する。 
§２ 調査の概要 

調査にあたっては，

本会の環境振動性能

設計ハンドブック刊

行小委員会委員の協

力を得た。日頃の実

務を通して，環境振

動に関する居住性能

を考慮した設計に携わった経験のある，建設会社，設計

事務所等の構造設計者６名が主な対象者である。 
今回の調査では，道路交通や鉄道による床スラブの鉛

直振動および風や道路交通，鉄道などによる建物骨組み

の水平振動を想定し，主として事務所ビルにおける環境

振動の性能評価を対象とした。 
本研究では，環境振動に関する居住性能を，図１のよ

うに４段階に等級分けすることを試みている。この性能

グレードに対する考え方は，これまでに行った設計者ら

のブレインストーミング４）に基づいている。図に示すよ

うに，環境振動に関する性能は４段階のグレードに分け

られ，下から２番目を事務所ビルにおける標準ランクと

する。また，設計の対象外となるランク０を設定し，ラ

ンク１との境界を定めようとした。 
設計者らの話

し合いを実施す

る際に，居住性

能評価指針１ ）

の性能評価曲線

に相当する振動

の体感実験を行

った。その実験

の前後に，図１

のような性能グ
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図２ 構造設計者がとらえる環境振動に関する性能グレードと知覚確率との関係 
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レードに関する見解や認識をアンケートにより調査し，

対象者自身の回答を提示しながら話し合いを行うデルフ

ァイ法を採用した。調査は，振動体感実験の直後と，そ

の際の意見を集約した結果を改めて提示して行った後日

の合計２回に分けて実施した。 
§３ 性能グレードに対する構造設計者の考え方 

居住性能評価指針１）の性能評価曲線に相当する振動台

を用いた体感実験の後に行ったアンケートの結果から，

環境振動を考慮した設計を行う上で，設計者がとらえて

いる性能グレードと知覚確率との関係を探った。 
図１のうち，「標準」であるランク２と，その１段階上

の「よい」性能のランク３について，相当する振動の知

覚確率を「100 人中○人～○人が感じる」というかたちで

回答した結果を図２に示す。 
全回答数は少ないが，床の鉛直振動については，ラン

ク２を知覚確率 50～70％程度，ランク３を 30～50％程度

の範囲でとらえている設計者が多い。一方，水平振動に

ついては，ランク２を 40～60％程度，ランク３を 20～
40％程度の範囲でとらえている設計者が多い。いずれも，

標準とその１段階上のグレードとの差は，知覚確率で

20％程度と評価されているが，床の鉛直振動と比較する

と，骨組みの水平振動の方が，全体的に知覚確率で 10％
程度厳しく評価されている。 

このような性能グレードのとらえ方をふまえて，設計

者が，非木造の事務所ビルに適切と考えるグレードに関

する回答が図３，既存の非木造事務所ビルの多くに相当

するグレードに関する回答が図４である。 
床の鉛直振動に関しては，ほとんどの設計者は，「標

準」に相当するランク２を適切ととらえており，既存の

非木造事務所ビルの多くもその程度にあると考えている。 
 
 

 
 
 
 
 
 

図３ 非木造の事務所ビルに適切と考えるグレード 

 
 
 
 
 
 
 
 
図４ 既存の非木造の事務所ビルに相当するグレード 

一方，水平振動に対しては，適切なグレードは「標準」

に相当するランク２とする設計者が多い一方，既存の非

木造事務所ビルでは，１段階上のランク３程度に相当す

る事例も多いと考えられている。 
§４ 構造種別と用途の違いによる標準グレードの比較 

 図５は，最初に想定した非木造に対して木造建物の標

準的なグレードを比較した結果である。多くは同じと回

答しているが，なかには，木造建物の方が，標準的なグ

レードは１～２ランク下がると考える設計者もいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 非木造と比較した木造建物の標準的なグレード 

 一方，図６は，想定した事務所ビルに対して住宅の寝

室を比較した結果である。水平振動の場合は，用途によ

らず標準的なグレードは同じとする設計者もいるが，床

の鉛直振動の場合は，回答者全員が，住宅の寝室の方が

標準的なグレードが１ランク上がると回答している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 事務所ビルと比較した住宅の標準的なグレード 

§５ おわりに 

 デルファイ法の事前アンケート調査から，環境振動に

かかわる設計に関して構造設計者らが日頃からもってい

る共通した認識を抽出することができた。次報では，こ

れらの結果を回答者に提示しながら回答を集約させるデ

ルファイ法の経緯と，設計者観点での環境振動に関する

目標性能のあり方について明らかにしたい。  
【引用文献】 
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